
10広報にっこう

●
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
倒
壊
の
危
険
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

●
昇
降
機（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
）や
遊
戯
施
設
は
事
故
防

　
止
の
た
め
の
適
正
な
維
持
保
全
や
運
行
管
理
を
心
掛
け
て
い
ま
す
か
。

◎
定
期
報
告
制
度

　
多
数
の
人
々
が
利
用
す
る
建
築
物
な
ど
、
よ
り
安
全
性
の
確
保
を

徹
底
す
べ
き
建
築
物
は
、所
有
者
、管
理
者
に
委
ね
る
だ
け
で
な
く
、

専
門
技
術
を
有
す
る
資
格
者
に
調
査
・
点
検
を
さ
せ
、
結
果
を
報
告

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
補
助
制
度

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
木
造
住
宅
の
耐
震
化
は
、
費
用
の
一
部
に

対
し
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
融
資
制
度
、
税
制

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
建
築
物
の
耐
震
化
は
、
低
金
利
で
の
融
資

や
、
減
税
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
◎
補
助
対
象
の
条
件（
次
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
）

●
日
光
市
に
転
入
し
た
日
に
45
歳
以
下
の
方
で
、
転
入
し
た
日
か
ら

　
過
去
２
年
間
、
市
に
住
民
登
録
が
無
い
方

●
市
内
に
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入
し
、
転
入
後
１
年
以
内
で
、
そ

　
の
住
宅
に
５
年
以
上
居
住
す
る
方

●
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

●
取
得
し
た
住
宅
の
所
有
権
を
２
分
の
１
以
上
有
す
る
方

●
建
築
基
準
法
に
適
合
し
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

◎
補
助
内
容

基
本
額
…
30
万
円
／
市
内
業
者（
市
登
録
業
者
）の
施
工
に
よ
り
住
宅

を
新
築
し
た
場
合
ま
た
は
新
築
の
建
売
住
宅
を
当
該
市
内
業
者
か
ら

購
入
し
た
場
合
…
基
本
額
に
20
万
円
加
算
／
転
入
時
点
で
市
内
に
直

系
の
高
齢
親
族
の
み
の
世
帯
が
居
住
し
て
い
て
、
他
に
高
齢
親
族
の

直
系
卑
属（
子
孫
）ま
た
は
そ
の
配
偶
者
が
市
内
に
い
な
い
場
合
…
基

本
額
に
10
万
円
加
算

　
市
は
、
住
宅
を
長
期
に
わ
た
り
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
体
や

除
去
に
伴
う
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
や
、
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
、
ま

た
建
て
替
え
に
伴
う
費
用
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
た
長
期
優
良
住
宅

の
認
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市
内
で
住
宅
を
新
築
、
ま
た
は
既
存
住

宅
の
増
築
や
改
築
を
予
定
の
方
は
、こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
対
象
と
な
る
住
宅

　
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
さ
れ
た
認

定
基
準
を
満
た
し
た
住
宅

◎
認
定
後
の
特
例
な
ど
に
つ
い
て

　
・
登
録
免
許
税
…
税
率
の
引
き
下
げ

　
・
固
定
資
産
税
…
減
税
措
置
適
用
期
間
の
延
長

　
・
住
宅
ロ
ー
ン
の
金
利
引
き
下
げ
…
フ
ラ
ッ
ト
35
Ｓ（
※
）に
お
い

　
　
て
、
返
済
開
始
後
10
年
間
金
利
引
き
下
げ

◎
認
定
手
数
料

　
一
戸
建
て
住
宅
で
１
万
８
、０
０
０
円
か
ら

　
建
築
物
の
維
持
保
全
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
は
、
思
わ
ぬ
事
故

を
防
ぎ
、
地
震
や
火
災
な
ど
の
災
害
時
の
被
害
を
軽
減
し
、
建
築
物

を
長
持
ち
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
特
に
宿
泊
施
設
な
ど
就

寝
を
伴
う
建
築
物
や
、
多
数
の
方
が
利
用
す
る
よ
う
な
建
築
物
は
、

い
っ
た
ん
事
故
が
発
生
す
る
と
大
事
故
に
発
展
す
る
恐
れ
が
あ
り
、

よ
り
一
層
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
建
築
物
の
所
有

者
・
管
理
者
は
建
築
物
を
い
つ
も
適
法
な
状
態
に
維
持
す
る
よ
う
、

次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
建
物
の
耐
震
診
断
、耐
震
改
修
を
行
い
、地
震
に
備
え
て
い
ま
す
か
。

●
建
物
の
外
壁
タ
イ
ル
な
ど
は
剥は

が
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

●
窓
ガ
ラ
ス
、
広
告
板
な
ど
に
落
下
の
危
険
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

住宅に関する認定制度などのご案内

①
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
制
度
に
つ
い
て

③
転
入
者
住
宅
取
得
補
助
に
つ
い
て

※フラット35S…長期固定金利住宅ローン

②
建
築
物
の
維
持
保
全
の
お
願
い

くわしくは　①建築住宅課　建築審査係　☎21-5197
　　　　　　②建築住宅課　建築指導係　☎21-5197
　　　　　　③建築住宅課　住宅管理係　☎21-5164

8
月
は
平
和
月
間
で
す

ひ
と
り
親
家
庭
の
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市
は
、
世
界
の
恒
久
平
和
を
願
い
、
平

成
19
年
３
月
に
「
非
核
平
和
都
市
」
を
宣

言
し
、
今
年
で
10
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、
８
月
を
平
和
月
間
と
し
、
中
学

生
の
広
島
平
和
記
念
式
典
派
遣
や
、
平
和

パ
ネ
ル
展
な
ど
平
和
に
関
す
る
事
業
を
集

中
的
に
実
施
し
、「
非
核
平
和
」
の
呼
び

掛
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。
広
島
、
長
崎
の

惨
劇
と
第だ
い
ご
ふ
く
り
ゅ
う
ま
る

五
福
竜
丸
の
悲
劇（
※
）を
忘
れ

る
こ
と
な
く
、
絶
対
に
繰
り
返
さ
ぬ
よ
う

全
世
界
に
向
け
て
核
実
験
、
核
戦
争
、
核

兵
器
の
廃
絶
を
訴
え
ま
し
ょ
う
。

　
今
年
も
広
島
、
長
崎
の
両
市
で
原
爆
死

没
者
の
霊
を
慰
め
、
世
界
の
恒
久
平
和
を

祈
念
し
て
、
平
和
式
典
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
終
戦
の
日
に
は
全
国
の
戦
没
者
を

追
悼
し
、
平
和
を
祈
念
す
る
全
国
戦
没
者

追
悼
式
も
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
家
庭
や
職

場
で
、
恒
久
平
和
を
願
い
黙も
く
と
う
を
捧
げ

ま
し
ょ
う
。

◉
黙
と
う
時
間

◇
広
島
市
…
８
月
６
日（
日
）午
前
８
時
15

　
　
　
　
　
分
か
ら
１
分
間

◇
長
崎
市
…
８
月
９
日（
水
）午
前
11
時
２

　
　
　
　
　
分
か
ら
１
分
間

◇
終
戦
の
日
…
８
月
15
日（
火
）正
午
か
ら

　
　
　
　
　
１
分
間

◉
核
兵
器
禁
止
条
約
が
採
択
さ
れ
ま
し
た

　
平
成
29
年
７
月
７
日
に
核
兵
器
禁
止
条

約
が
１
２
２
カ
国
の
賛
成
を
も
っ
て
国
際

連
合
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

◉
広
島
平
和
記
念
式
典
派
遣
事
業
報
告
会

　
を
行
い
ま
す
。

　
８
月
19
日（
土
）に
、
広
島
平
和
記
念
式

典
派
遣
事
業
報
告
会
を
行
い
ま
す
。
く
わ

し
く
は
「
情
報
な
び
」
31
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

8
月
は
平
和
月
間
で
す

く
わ
し
く
は　

総
務
課　

総
務
係　

☎（
21
）５
１
３
０

※第五福竜丸事件とは…
　1954年（昭和29年）３月
１日にマグロ漁船「第五福
竜丸」がビキニ環

かんしょう
礁北東部

を操業中に水爆実験によっ
て被ばくした事件。乗組員
23名が被ばくした。
出典：都立第五福竜丸展示
館ホームページより

展示内容

学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合
格
を
目
指

す
場
合
に
、
次
の
と
お
り
講
座
受
講
費
用

の
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

受
講
修
了
時
給
付
金
…
受
講
費
用
の
20
％

　
（
上
限
10
万
円
）

合
格
時
給
付
金
…
受
講
費
用
の
40
％（
上

　
限
は
、
受
講
修
了
時
給
付
金
と
併
せ
て

　
15
万
円
）

　
市
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
や

お
父
さ
ん
の
就
職
に
結
び
つ
き
や
す
い
資

格
が
取
得
で
き
る
よ
う
、
給
付
金
の
支
給

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
医
療
事
務
、
衛
生

管
理
者
、
情
報
処
理
技
術
、
電
気
工
事
士

な
ど
の
資
格
取
得
に
必
要
な
講
座
受
講
費

用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
な
ど

　
看
護
師
や
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
社

会
福
祉
士
、
栄
養
士
な
ど
の
資
格
取
得
の

た
め
１
年
以
上
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場

合
、
３
年
を
限
度
に
修
業
期
間
中
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。
ま
た
、
養
成
過
程
修
了

後
に
修
了
支
援
給
付
金
を
支
援
し
ま
す
。

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
支
援
事
業

　
中
学
校
卒
業（
高
等
学
校
中
退
を
含
む
）

の
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
、
お
父
さ

ん
、
そ
の
お
子
さ
ん（
20
歳
未
満
）が
高
等

ひ
と
り
親
家
庭
の

お
母
さ
ん
や
お
父
さ
ん
の
自
立
を

支
援
し
ま
す

※
い
ず
れ
も
受
講
を
開
始

　
す
る
前
に
必
ず
ご
相
談

　
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
、自
立
に
向
け
た
就
職
相
談
や
、

　
お
子
さ
ん
の
修
学
に
か
か
る
費
用
の
貸

　
付
制
度
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
左
記
ま
で

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は　

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

男
女
共
同
参
画
推
進
係　

☎（
21
）５
１
４
８
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